
 

 

 
１ いじめの問題への基本姿勢 

〇いじめ問題対策チームを常設し，「いじめを見逃さない学校」づくりを推進する。 

〇外部関係機関及び家庭や地域との連携を図り，「風通しのよい学校」づくりを推進する。 

〇いじめの問題に組織的に対応し，児童が安心して学ぶことができる環境を整える。 

 

２ いじめの理解 

（１）いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

（２）いじめ問題の基本的な考え方と認識 

いじめは，「どの学校でも，どの子どもにも起こり得る」ものであることを，全教職員が十分認

識し,「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を，学校教育全体を通じて，児童一人

一人に徹底する。 

 

３ いじめ防止の校内体制 

 いじめ問題対策チームを常設し，平時からのいじめ対策， 

未然防止，早期発見・対応に関すること，相談内容の把握， 

児童，保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。 

 いじめの相談があった場合には，当該担任を加え，事実関 

係の把握，関係児童・保護者への対応等について協議し行う。 

 

４ 未然防止のための取り組み 

「いじめの防止」については，すべての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして，

全員を対象に事前の働きかけ，すなわち未然防止の取り組みを行うことが，最も合理的で最も有

効な対策になる。すべての児童が安心・安全に学校生活を送るために,以下の事項に重点的に取

り組んでいく。 

（１）学習指導 

 ・生徒指導の実践上の４つの視点を生かした授業づくり 

 （自己存在感の感受，共感的な人間関係の育成，自己決定の場の提供，安全・安心な風土の醸

成） 

・学習５か条の徹底 

（学習準備，ベルスタ，明るい声，正しい姿勢，丁寧な字） 

（２）学級集団づくり 

・話し合い活動，学級会活動の充実 

・居場所づくり、絆づくり 

・不適切な認識や言動を絶対に許さない雰囲気 

（３）縦割り活動の充実 

・児童会や６年生による学校行事の主体的な運営 

・委員会活動，児童集会 

（４）道徳教育の推進 

・一人一人のよさや違いを認め合える学習 

・「いじめ」の本質や構造の理解 

いじめ防止基本方針 

 「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となっ

た児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

（「いじめ防止対策推進法」（法律第 71 号 文部科学省）平成 25 年 9 月 28 日施行） 

 

・校長・教頭・生徒指導 

・教育相談・養護教諭・担任 

・スクールカウンセラー 

・いじめ対応アドバイザー 

・スクールソーシャルワーカー 

いじめ問題対策チーム 



（５）相談体制の充実 

・スクールカウンセラーによる相談等，児童及びその保護者，教職員がいじめに関する相談を

行うことができる体制を整備する。 

（６）児童理解と情報共有 

・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。 

・いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ，教職員間の共通理解を図る。 

・日頃から関係機関等と定期的に連絡し，情報交換や連携に取り組む。 

 

●いじめ未然防止のための取り組み年間計画 

 指  導  内  容 

月 教職員の活動 児童の活動 保護者への活動 

４
月 

・いじめ対策に関わる共通理解 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・学級開き，学級ルール作り 

・あいさつ運動（通年） 

・春の遠足 

・保護者との情報交換 

（学年懇談会） 

５
月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・結団式 

・縦割り活動 

 

６
月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・縦割り活動 

 

・学校保健委員会 

 

７
月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・学校評価アンケート 

・縦割り活動 

・学校評価アンケート 

・保護者との情報交換（個

別に懇談) 

８
月 

・いじめ対応アドバイザーを招

聘した研修 

・平和集会 

・縦割り活動 

 

９
月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・運動会 

・縦割り活動 

 

10

月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・先生とお話する会 

・マラソン大会 

・先生とお話する会 

・縦割り活動 

 

11

月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・縦割り活動  

12

月 

・いじめ対応アドバイザーを招

聘しての研修 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・学校評価アンケート 

・縦割り活動 

・学校評価アンケート 

・保護者との情報交換（個

別に懇談） 

１
月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・なわとびがんばり月間 

・縦割り活動 

 

２
月 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

・なわとび大会 

・６年生を送る会 

・解団式，引継ぎの会 

 

３
月 

・今年度の取り組みの検証 

・生活アンケート 

・児童理解の会 

 ・保護者との情報交換（個

別に懇談） 



 児童の些細な変化に気づく（意識的、積極的に） 

       ↓ 

気づいた情報を確実に共有する 

       ↓ 

情報に基づき、速やかに対応する 

５ いじめの早期発見・早期対応について 

（１）早期発見の基本 

 

 

 

 

 

 

（２）変化に気づくための校内体制 

・日頃から，児童の見守りや信頼関係の構築などに努め，児童が示す小さな変化や危険信号を見

逃さないよう，アンテナを高く保つ。 

・担任だけでなく，養護教諭も保健室を利用する児童との雑談の中などで，その様子に目を配る。

いつもと何か違うと感じたときは，その機会を捉え，悩みを聞く。 

・定期的なアンケート調査をもとにした教育相談の実施などに計画的に取り組む。 

 ・保健室やスクールカウンセラーなどによる相談室の利用，電話相談窓口について周知を図る。 

・休み時間や昼休みの校内巡視や，放課後の校区内巡回等において，子どもが生活する場の異常

の有無を確認する。 

（３）早期対応について 

（別紙「いじめ早期発見・早期対応マニュアル」参照） 

 

６ インターネット上のいじめへの対応 

 （１）インターネット上のいじめの特徴について 

匿名性から，安易に誹謗・中傷の書き込みが行われるため，誰もが簡単に被害者にも加害者

にもなる。インターネット上に掲載された個人情報や画像は，情報の加工が容易にできること

から，誹謗・中傷の対象として悪用されやすい。また、子どもの利用しているサイトなどを詳

細に確認することが困難なため，いじめの実態の把握が難しいといった特徴がある。 

（２）インターネット上のいじめの未然防止・早期発見について 

・学校や地域の実態及び児童の発達の段階に応じた情報モラル教育を推進する。 

・早期発見の観点から，教育委員会と連携しインターネット上のトラブルの早期発見に努める。 

・児童が悩みを抱え込まないように，学校内に児童が相談しやすい環境を作る。 

・インターネット上のいじめについて，教職員自身が理解するとともに，保護者においてもこ

れらについての理解を求めていく。 

・インターネットの利用に関する親子のルール作りや児童同士のルール作りを推進する。 

（３）インターネット上のいじめの対応について 

 

削除依頼等の手順について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実の確認 

対応方針の検討 

児童への対応 

インターネット上の対応 

事後経過の確認 

インターネット上のいじめ等被害時の対応手順 

 

掲示板のアドレスを控え，書き込み内容を保存する 

 

 

直接       警察・法務局に相談する 

 

 

掲示板の管理者に削除を依頼する 

 

 

管理者が不明の場合はプロバイダ等に削除を依頼する 

 

 

 



いじめ早期発見，早期対応の取組マニュアル                   加賀市立

錦城東小学校 

１．いじめの発見 ■ いじめはどの学校でも，どの子でも起こる 

       ■ 早期発見・早期対応が取組の要となる 

  組織的な生徒指導・積極的な教育相談・的確な児童理解 

 

 

 

◇ 日常の児童との信頼関係の構築が基盤となる 

◇ いじめを許さない，学校生活の充実，規範意識の醸成 

 

２．いじめの対応 

                         ■いじめは絶対許されない

行為 

                         ■いじめを受けている児童

を必ず守る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応ポイント 

 
生徒指導部の対応      教育相談の充実 

いじめの発見 
正確な状況の把

握 

情報収集 

管理職（校長・教頭）・生徒指導主事への報告 

正確な事実の把握 対応の検討 

教育委員会への報告 いじめ問題

対策チーム 

・抱え込まない、学校全体で 

・関わる職員全ての情報収集 

・時系列で整理 

児童対応 
いじめを許さない姿勢 

職員対応 
意識と行動の統一 

保護者対応 
協力体制作り 

マスコミ対応 
窓口一本化・記者会見 

関係機関連携 

警察・児相等 

個別対応 

・人権を尊重した対応 

・記録を残す 

被害児童 加害児童 周辺児童 全児童 被害保護者 加害保護者 ＰＴＡ 

個別指導 

人間関係の修復 

実態把握と指導の継続 風評被害の防止 

職員 

周知 

スピード感のある対応 

基本姿勢

の確認 

早期発見

の徹底 

指導後の状況把握 関係機関連携・報告 

情報の 

共有化 

基本姿勢

の確認 

情報・指

導・連携 

記録を残

す 

組織的な

対応 

全職員一

致の取組 

早期対応の

徹底 

情報公開 

信頼と協

力の構築 

指 導 の

継続、実

態 

把 握 の

継続 

い じ め

を 許 さ

な い 基

盤の 

再構築 

・定期的なアンケート実施 

・教育相談体制の確立 


